
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 利 益 相 反 マ ネ ジ メ ン ト 規 程 新 旧 対 照 表

改  正  前 改  正  後

（前 略） 

 （利益相反マネジメント委員会） 

第７条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織す

る。

(1) 研究規範担当の理事

(2) 産官学連携担当の理事

(3) 法務・コンプライアンス担当の副学長

(4) 部局の長 若干名

(5) 医学部附属病院長が指名する副病院長

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

２・３   （略）

（後 略）

 （利益相反マネジメント委員会）

第７条

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 医学部附属病院長が指名する副病院長又はこ

れに準ずる者

(6) 

２・３

  附 則（令和５年達示第１８号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。

（同 左）

（同 左）


